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はじめに

　地球温暖化対策に関する取り組みは、国際社会においても重要な課題であり、現在、
今後の国際的な取り決めについて協議が進められています。しかし、対策を進めるとい
う方向性では一致しつつも、数値目標などにおいては、国際的合意には至っていないの
が現状です。その中で、我が国においては法体系の整備などにより、国を挙げて取り組
んでいくべき課題として位置付けています。

　本市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「温対法」という。1998年（平
成10年）10月制定）」に基づき、「横須賀市地球温暖化対策実行計画（2001年（平成13
年）策定）」、「横須賀市地球温暖化対策地域推進計画（2007年（平成19年）策定）」、「横須
賀市新エネルギービジョン（2004年（平成16年）策定）」の３つの計画により、地球温暖
化対策を推進してまいりました。

　2008年（平成20年）６月の「温対法」の改正を受け、また、2011年度（平成23年度）か
らの新しい「横須賀市環境基本計画（2011～2021）」を策定し、各種施策や取り組みを開
始することに合わせ、「低炭素で持続可能なよこすか 戦略プラン（2011～2021）」を策
定しました。

　本プランは、改正された「温対法」や「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ
法）」などの趣旨を踏まえるとともに、「横須賀市環境基本計画（2011～2021）」との整合
を図り、地域における地球温暖化対策を総合的に推進していくものです。

　プランの基本方針として、本市の環境特性を生かし、経済と環境の好循環による地域
の活性化を阻害することなく、市民や事業者の皆様が取り組みやすく、実感できるよう
な地球温暖化対策の施策を進めていくことを目指しています。

　そのためには、私たち一人一人が具体的な行動を実践していくとともに、市民や事業
者の皆様と市とが連携・協力しながら、さまざまな取り組みを推進していくことが大切
となります。皆様のご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

　また、本プランの策定にあたっては、横須賀市地球温暖化対策新実行計画策定協議会
の委員の皆様やヒアリングにご協力いただいた活動団体の皆様、パブリック・コメント
手続にご協力いただいた多くの方々から、貴重なご意見をいただきましたことに、厚く
御礼を申し上げます。

2011年（平成23年）３月　　　
横須賀市長　吉田雄人
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